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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腰部を囲み且つ第１腰部領域及び第２腰部領域を構成する第１エラストマーベルト及び
第２エラストマーベルトを含み、前記第１エラストマーベルトと前記第２エラストマーベ
ルトとが股部領域を構成する本体により接続された、吸収性物品であって、
　前記第１エラストマーベルトと前記第２エラストマーベルトとは、当該吸収性物品が２
つの脚部開口部と腰部開口部とを含むように１対のサイドシームが形成されるように、互
いに接合されており、
　前記第１腰部領域と前記第２腰部領域のうちの少なくとも１つは、第１グラフィックゾ
ーン、第２グラフィックゾーン、及び第３グラフィックゾーンを含み、
　前記第１グラフィックゾーン、前記第２グラフィックゾーン、及び前記第３グラフィッ
クゾーンは、当該吸収性物品のサイドシームに近接する前記第１エラストマーベルト又は
前記第２エラストマーベルト上に配置され、
　前記第２グラフィックゾーンは、脚部開口部に配置され、前記脚部開口部の少なくとも
一部分の周りを周方向に延在し、
　当該吸収性物品の長手方向軸は、前記第１グラフィックゾーン及び前記第３グラフィッ
クゾーンを通って延在しているが、前記第２グラフィックゾーンを通って延在しておらず
、
　前記グラフィックは、印刷により形成されている、吸収性物品。
【請求項２】
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　前記第１グラフィックゾーンは、腰部縁部に配置され、当該吸収性物品の前記第１腰部
領域と前記第２腰部領域との周りを周方向に延在している、請求項１に記載の吸収性物品
。
【請求項３】
　前記第３グラフィックゾーンは、前記第１グラフィックゾーンと前記第２グラフィック
ゾーンとの間に配置され、当該吸収性物品の前記第１腰部領域と前記第２腰部領域との少
なくとも一部分の周りを周方向に延在している、請求項１または２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　当該吸収性物品の前記本体の前記第３グラフィックゾーンの一部分の下方に配置された
、グラフィックゾーンを更に含む、請求項１～３のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記第２グラフィックゾーンと当該股部領域グラフィックゾーンとが整合されて一様な
グラフィック要素を作成するように、前記股部領域は、股部領域グラフィックゾーンを含
む、請求項１～４のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記サイドシームから前記脚部開口部まで、前記脚部開口部の周りで一様なグラフィッ
ク要素を形成している、請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　当該吸収性物品は、成人用失禁製品である、請求項１～６のいずれかに記載の吸収性物
品。
【請求項８】
　前記第１グラフィックゾーンは、しるしを含み、
　前記第１グラフィックゾーンの前記しるしは、当該物品の前側及び／又は後側の表示を
含む、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記第１グラフィックゾーンと前記本体のグラフィックゾーンとは、一様なグラフィッ
ク要素を作成するように構成されている、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記第１グラフィックゾーンと前記第２グラフィックゾーンとは、白色以外の色である
、請求項１に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多数のグラフィックゾーンを有する吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　幼児、及び他の失禁症状のある人（例えば、子ども及び大人）は、尿及び他の身体滲出
物を受け取り、封じ込めるために、おむつ及び成人用失禁製品等の使い捨て吸収性物品を
着用する。トレーニングパンツ、又はプルオンおむつは、歩くことができる、及びしばし
ばトイレトレーニング中の子どもへの使用が普及しており、成人用失禁製品は、失禁の課
題を補助するために大人に使用することが、ますます一般的になっている。多くの使い捨
てプルオン衣類は、腰部及び／又は脚部開口部に、弾性収縮可能な状態で固定された弾性
要素を用いる。典型的には、耐久性のある下着で提供されるように、脚部及び腰部の周り
で十分に弾性のあるフィット性を確保するために、脚部開口部、及び腰部開口部は、それ
ぞれの開口部の周辺部に沿って位置決めされたゴム又は他の材料の伸縮性のあるバンドで
、少なくとも一部分が包囲される。
【０００３】
　着用者の股部領域を覆う吸収性本体、及び腰部開口部及び脚部開口部を画定するベルト
を有する使い捨て吸収性物品は、当該技術分野において既知である。しかしながら、現在
実行されているベルト式吸収性物品は、物品の本体にのみグラフィックスを含み、ベルト
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には含まれない。吸収性物品の本体とベルトとの両方で協調され統合されたグラフィック
スを有することは、物品の着用及び脱着を改善することができ、同時により下着のような
外観及び感触を提供し、トイレトレーニングの補助をする。更に、吸収性物品が、より下
着のような外観及び感触を持つなら、より使用者が製品の使用を喜んで受け入れ易くなる
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述を踏まえて、物品の改善された着用及び脱着を提供する、使い捨て吸収性物品への
必要性がある。更に、下着のような外観及び感触を提供する使い捨て吸収性物品への必要
性もある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１腰部領域、第２腰部領域、及び股部領域を有する吸収性物品。第１腰部領域及び第
２腰部領域は、吸収性物品が２つの脚部開口部及び腰部開口部を有するように１対のサイ
ドシーム又は閉鎖部が形成されるように、互いに接合される。第１腰部領域及び第２腰部
領域のうちの少なくとも１つは、第１グラフィックゾーン、第２グラフィックゾーン、及
び第３グラフィックゾーンを有してもよい。第１グラフィックゾーン、第２グラフィック
ゾーン、及び第３グラフィックゾーンは、吸収性物品のサイドシームに配置されていても
よい。第２グラフィックゾーン及び股部領域グラフィックゾーンが整合されて一様なグラ
フィック要素を作成するように、股部領域は、股部領域グラフィックゾーンを有してもよ
い。第１腰部領域又は第２腰部領域のうちの少なくとも１つは、腰部縁部に隣接して配置
された第１グラフィックゾーンと、及び脚部開口部に配置された、又は隣接して配置され
た第３グラフィックゾーンを有してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　本明細書は、本発明を構成するとみなされる主題を具体的に指摘しかつ明確に主張する
特許請求の範囲を結論とするが、本発明は、添付の図面と関連してなされた以下の説明に
よって更に理解されると考えられ、添付の図面において同様の参照符号が、実質的に同一
の要素を示すために用いられている。
【図１】例示的な使い捨てプルオン衣類の典型的な使用中形体での斜視図である。
【図２】例示的な使い捨てプルオン衣類の典型的な使用中形体での斜視図である。
【図３】広げた収縮していない状態で、内側表面が示されている、プルオン衣類の平面図
である。
【図４ａ】図３の線４－４による例示的な使い捨てプルオン衣類の第１の実施形態の概略
横断面図である。
【図４ｂ】図３の線４－４による例示的な使い捨てプルオン衣類の第２の実施形態の概略
横断面図である。
【図５】図３の線５－５による本発明の一実施形態で、好適な折り重ねられた外側レッグ
カフの例の概略横断面図である。
【図６ａ】例示的な使い捨てプルオン衣類の典型的な使用中形体での斜視図である。
【図６ｂ】例示的な使い捨てプルオン衣類の典型的な使用中形体での斜視図である。
【図７ａ】例示的な使い捨てプルオン衣類の典型的な使用中形体での斜視図である。
【図７ｂ】例示的な使い捨てプルオン衣類の典型的な使用中形体での斜視図である。
【図７ｃ】例示的な使い捨てプルオン衣類の典型的な使用中形体での斜視図である。
【図７ｄ】例示的な使い捨てプルオン衣類の典型的な使用中形体での斜視図である。
【図７ｅ】例示的な使い捨てプルオン衣類の典型的な使用中形体での斜視図である。
【図７ｆ】例示的な使い捨てプルオン衣類の典型的な使用中形体での斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
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　本明細書で使用するとき、用語「プルオン衣類」は、画定された腰部開口部及び１対の
脚部開口部を有する着用物品であって、脚部開口部の中に脚を挿入して腰部を覆って物品
を引っ張り上げることによって、着用者の身体上へと引っ張られる着用物品を指す。本明
細書では、用語「使い捨て」は、洗濯、又は別の方法で衣類として復元若しくは再利用す
ることを目的としない衣類（すなわち、それらは１回使用後に廃棄されることを目的とし
、好ましくはリサイクルされるか、堆肥化されるか、又は環境に適した方式で処理される
ことを目的とする）を記述するために使用される。プルオン衣類は更に、身体から排泄さ
れた様々な排泄物を吸収し封じ込めるために好ましい「吸収性」がある。吸収性物品の好
ましい実施形態は、図１に示される、使い捨ての吸収性プルオン衣類である。
【０００８】
　本明細書で使用するとき、用語「吸収性物品」とは、尿、糞便、及び／又は経血を吸収
し封じ込めるために、幼児及び失禁症状のある人によって、一般に着用されるプルオン衣
類を指す。しかしながら、用語「吸収性物品」は、例えば、トレーニングパンツ、失禁用
ブリーフ、女性用生理衣類等の、他の衣類にも適用可能であることを理解されたい。
【０００９】
　本明細書で使用するとき、用語「弾性」「エラストマー」、及び「エラストマーの」は
、破裂又は破壊することなく少なくとも５０％の引っ張りまで伸ばすことができ、変形す
る力が取り除かれた後、元の寸法に実質的に回復することができる材料を一般に指す。
【００１０】
　本明細書で使用するとき、用語「グラフィック」とは、視覚的提示を指し、印刷、孔開
け、テクスチャー付け、結合、エンボス加工、切抜き等から形成された視覚的提示を包含
する。
【００１１】
　本明細書で使用するとき、「接合されている」という用語には、ある要素を別の要素に
直接固着させることによって、ある要素を別の要素に直接固定させる形体と、ある要素を
中間部材に固着させてから、その中間部材を他の要素に固着させることによって、ある要
素を別の要素に間接的に固定させる形体が含まれる。
【００１２】
　図１は、吸収性物品２０の斜視図である。図２は、吸収性物品２０の斜視図である。吸
収性物品２０は、長手方向中心線Ｌ１、及び横断方向中心線Ｔ１を有する（図３も参照の
こと）。吸収性物品２０は、外側表面２２、外側表面２２と対向する内側表面２４、第１
腰部領域２６、第２腰部領域２８、股部領域３０、及び第１腰部領域２６と第２腰部領域
２８とを接合し、２つの脚部開口部３４と腰部開口部３６とを形成するシーム３２を有す
る。
【００１３】
　図１及び３で示される実施形態では、吸収性物品２０は、着用者の股部領域を覆う吸収
性本体３８（以下、「本体」と記載される場合がある）、及び腰部開口部３６の周りを横
方向に伸びるベルト４０を含む。吸収性物品２０は、本体３８を覆う外側カバー層４２を
更に含んでもよい。ベルト４０は、腰部開口部３６の部分、又は全部を画定してもよい。
１つ以上のベルト４０、本体３８及び／又は外側カバー層４２は、脚部開口部３４の部分
を画定してもよい。吸収性物品２０は、上に印刷されたしるし４６を有してもよく、それ
は第１腰部領域２６及び／又は第２腰部領域２８に配置されてもよい。
【００１４】
　図２に示される実施形態では、吸収性物品２０は、着用者の股部領域を覆う吸収性本体
３８、及び腰部開口部３６の周りを横方向に伸びるベルト４０を含む。吸収性物品２０は
、本体３８を覆う外側カバー層４２を更に含んでもよい。ベルト４０は、腰部開口部３６
を画定する。ベルト４０、本体３８、及び／又は外側カバー層４２は、共同で脚部開口部
３４を画定してもよい。１つ以上のベルト層は、第１腰部領域２６の第１の腰部縁部１３
４から、股部領域を通って、腰部領域２８の長手方向に対向する第２の腰部縁部１３８に
伸びてもよく、吸収性物品２０の外側表面の部分を形成する。
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【００１５】
　吸収性本体３８は、本体３８上に配置される身体滲出物を吸収し、封じ込める。図３の
実施形態では、本体３８は、長手方向中心線Ｌ１、横断方向中心線Ｔ１、左右に長手方向
に伸びる側縁部４８（以下、「長手方向側縁部」と記載される場合がある）、横方向に伸
びる第１及び第２の末端縁部５０（以下、「末端縁部」と記載される場合がある）を有す
る一般に長方形を有してもよい。本体３８は更に、腰部パネル、（すなわち、吸収性物品
２０の第１腰部領域２６に位置決めされた第１の腰部パネル５２、及び第２腰部領域２８
に位置決めされた第２の腰部パネル５４）、並びに第１及び第２の腰部パネル５２、５４
の間で股部領域３０に股部パネル５６を有する。
【００１６】
　図４ａ及び４ｂに示される実施形態では、吸収性物品２０は、着用者の腰部の少なくと
も一部分を包囲することを意図した第１及び第２のベルト８４、８６を含んでもよく、第
１及び第２のベルト部分８４、８６は、本体３８によって接続され吸収性物品２０の股部
領域３０を形成する。第１及び第２のベルト８４及び８６は、吸収性物品の外側表面２２
の部分を形成する、第１のベルト層から形成されてもよく、第１のベルト層８２は、２つ
の長手方向に間隔を置かれた材料のウェブから形成されてもよい。第１及び第２のベルト
８４及び８６は、吸収性物品２０の内側表面２４の部分を形成する第２のベルト層８３を
更に含んでもよく、第２のベルト層８３も、２つの長手方向に間隔を置かれた材料のウェ
ブから形成されてもよい。第２のベルト層は更に、横方向に不連続に離間して配置されて
もよい。第１及び第２のベルト層８２、８３は、実質的に同じ材料で形成されてもよく、
又は異なる材料を含んでもよい。第１及び第２のベルト層８２、８３は、不織布、フィル
ム、発泡体、弾性の不織布、又はそれらの組み合わせから形成されてもよい。第１及び第
２のベルト８４、８６は更に、第１のベルト層８２と第２のベルト層８３との間に配置さ
れたエラストマー材料を含んでもよい。エラストマー材料は、１つ又は複数の弾性ストラ
ンド、エラストマーフィルム、エラストマーリボン、エラストマー不織布、エラストマー
フィラメント、エラストマー接着剤、エラストマー発泡体、スクリム、又はそれらの組み
合わせを含んでもよい。特定の実施形態では、第１及び第２のベルト層８２、８３のうち
の１つ又は両方は、上述したように、エラストマー材料から形成されてもよい。エラスト
マー材料の部分は、外側カバー層と直接組み合わされてもよい。吸収性物品の本体３８は
、外側表面２２、バックシート６０、内側表面２４、トップシート５８、及びトップシー
ト５８とバックシート６０との間に配置された吸収性コア６２を含んでもよい。バックシ
ートは、不織布材料、織布材料、フィルム、又はこれらの材料の１つ以上の組み合わせを
含む積層体で形成されてもよい。一実施形態では、バックシートは、フィルム及び不織布
の積層体であり、その積層体の不織布は外側カバー層である。更に、本体３８は、本体の
側縁部に配置された、又は隣接して配置された、伸縮性があるバリアレッグカフ６４を含
んでもよい。第１及び第２のベルト８４、８６は、本体の少なくとも一部分の上に重なっ
てもよく、ベルト部分のうちの１つ又は両方は、本体の外側表面に、あるいは、本体の内
側表面に配置されてもよい。第２のベルト層の部分、及び／又は第１のベルト層の部分は
、外側カバー層に直接取り付けられてもよく、又は外側カバー層によって形成されてもよ
い。あるいは、第１及び第２のベルト８４、８６は、ベルトの第１の表面を形成する長手
方向に間隔を置かれた材料のウェブを含んでもよく、ウェブは、ベルトの腰部の縁部、あ
るいは、脚部開口部の縁部に沿って折り重ねられ、エラストマー材料を包み、ベルトの第
２の表面の少なくとも一部分を形成する。言いかえれば、ベルト部分のそれぞれの内側表
面及び外側表面の少なくとも一部分は、材料の単一ウェブから形成されてもよい。
【００１７】
　本体３８は、液体透過性トップシート５８、液体不透過性バックシート６０、及びそれ
らの間に配置された吸収性コア６２を含んでもよい。本体３８は、長手方向側縁部４８に
沿って配置されるバリアレッグカフ６４を追加的に備えてもよい。バリアレッグカフ６４
は、股部領域３０内の液体及び他の身体滲出物の、改善された封じ込めを提供する。図５
に示されるバリアレッグカフ６４は、折り重ねられて２層を有するバリアレッグカフが形



(6) JP 6096286 B2 2017.3.15

10

20

30

40

50

成されてもよい、材料の単一層を含む。バリアレッグカフ６４は、長手方向側縁部４８で
又はそれに隣接して本体の側から、長手方向中心線Ｌ１に向かって延在している。バリア
レッグカフは、折り畳み線線６６に沿って、長手方向側縁部４８に向かって折り返されて
もよい。バリアレッグカフ６４は、近位部分６８に隣接した第１のバリアカフ弾性材料７
２、及びバリアレッグカフ６４の遠位部分７０に隣接した第２のバリアカフ弾性材料７３
を有してもよい。バリアレッグカフ６４の遠位部分７０は、長手方向側縁部４８に隣接し
たバックシート６０に接合されてもよい。折り畳み線６６に沿ったバリアレッグカフ６４
の部分、及び近位部分６８は、バリアレッグカフ６４が着用者の身体に向かって立つよう
に、股部領域３０で本体３８の任意の部分と接着されていなくてもよい。バリアレッグカ
フ６４の長手方向端部７４は、例えば、接着剤、熱結合、圧力結合、又は５に示す類似の
ものなど任意の既知の手段であってもよい接着手段によって、レッグカフの長手方向に対
向する端部で、又はそれに隣接してトップシート５８に接合されてもよい。本発明でも有
用であるバリアレッグカフの他の実施形態は、米国特許第７，９３１，６３６号、及び同
第７，６９５，４６３号に開示される。
【００１８】
　液体透過性トップシート５８は、吸収性コア６２の身体に面する面に隣接して位置付け
られていてよく、当該技術分野において既知である任意の取り付け手段によって、吸収性
コア６２の身体に面する面及び／又はバックシート６０に接合されてもよい。液体不透過
性バックシート６０は概して、吸収性コア６２の衣類に面する面に隣接して位置付けられ
る吸収性物品２０の部分であり、吸収性コア６２内に吸収され封じ込められた滲出物が、
吸収性物品２０に接触し得る物品を汚すのを防ぐ。吸収性コアは、トップシート５８とバ
ックシート６０との間に位置付けられ、尿及び他の特定の身体滲出物等の液体を吸収し、
保持する。
【００１９】
　トップシート５８、バックシート及び吸収性コアは、多くの既知の材料から製造されて
もよい。好適なトップシート材料には、多孔質発泡体、網状発泡体、有孔プラスチックフ
ィルム、又は天然繊維（例えば、木材繊維若しくは綿繊維）、合成繊維（例えば、ポリエ
ステル繊維若しくはポリプロピレン繊維）、又は天然繊維と合成繊維との組み合わせによ
る織布ウェブ又は不織布ウェブが挙げられ得る。好適なバックシート材料は、滲出物がバ
ックシートを通過するのを防ぎながらも蒸気がおむつから逃げるのを可能にする通気可能
な材料を含んでもよく、フィルム、微小多孔性及び／又は単一体のフィルム、織布ウェブ
及び不織布ウェブ等、並びにこれらの材料の組み合わせから形成されてもよい。バックシ
ートの織布ウェブ又は不織布ウェブは、天然繊維（例えば、木材繊維若しくは綿繊維）、
合成繊維（例えば、ポリエステル繊維若しくはポリプロピレン繊維）、又は天然繊維及び
合成繊維の組み合わせから形成されてもよい。
【００２０】
　吸収性物品２０に使用する好適な吸収性コアは、一般に圧縮可能で、形状適合可能で、
着用者の皮膚を刺激せず、尿及び他の特定の身体滲出物などの液体を吸収し保持すること
ができる、任意の吸収材料を含んでもよい。更に、吸収性コアの形状及び構造も、異なっ
てもよい（例えば、吸収性コア（単数又は複数）若しくは他の吸収性構造（単数又は複数
）は、様々なキャリパーゾーン、親水性勾配（単数又は複数）、超吸収性勾配（単数又は
複数）、若しくは比較的低い平均密度及び比較的低い平均坪量の受入れゾーンを有しても
よく、又は、１つ以上の層若しくは構造を含んでもよい）。いくつかの実施形態では、吸
収性コアは、流体獲得構成要素、流体分配構成要素、及び流体貯蔵構成要素を含む１つ以
上の要素を含んでもよい。流体獲得構成要素、流体分配構成要素、及び流体貯蔵構成要素
を有する好適な吸収性コアの例は、米国特許第６，５９０，１３６号、同第６，６６４，
４３９号、及び同第６，９８９，００６号に説明される。
【００２１】
　外側カバー層４２は、少なくとも吸収性の本体３８の股部パネル５６を覆うように、吸
収性物品２０の外側表面２２に配置されてもよい。外側カバー層４２は、本体３８の第１
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の腰部パネル５２及び第２の腰部パネル５４の中に延在して覆ってもよい。外側カバー層
は、バックシート及び／又は本体の部分を形成してもよい。外側カバー層４２は、本体３
８の液体不透過性バックシート６０の一部分又は全部に直接接合され、覆ってもよい。第
１及び第２のベルト８４、８６の中央パネル８０は、外側カバー層４２を通って、本体３
８の第１の腰部パネル５２及び第２の腰部パネル５４に接合されてもよい。したがって、
外側カバー層４２は、第１及び第２のベルト８４、８６と本体３８の液体不透過性バック
シート６０との間に配置される。図２に示される一実施形態では、外側カバー層４２は、
液体不透過性バックシート６０と一体化する。脚部弾性材料１４０は、本体３８の長手方
向側縁部４８に沿って、一般に長手方向に伸びるように配置されてもよい。脚部弾性材料
１４０は、少なくとも吸収性物品２０の股部領域３０に配置されてもよく、又は長手方向
側縁部４８の全体に沿って配置されてもよい。
【００２２】
　外側カバー層４２は、ベルト４０を構成する内側層８３及び／又は外側層８２の材料と
は別の材料を含んでもよい。外側カバー層４２は、材料の２つ以上の層を含んでもよい。
外側カバー層４２は、任意の既知の材料を含んでもよく、上述したように、第１及び第２
のベルト８４、８６に用いた材料を含んでもよい。外側カバー層４２は、合成繊維、天然
繊維、又は、天然繊維と合成繊維との組み合わせの不織布のウェブの単層を含んでもよい
。外側カバー層４２は、疎水性で非伸縮性の不織布材料の単一層を含んでもよい。外側カ
バー層４２は、フィルム、発泡体、不織布、織布材料若しくは類似のもの、並びに／又は
フィルム及び不織布の積層体などのそれらの組み合わせを含んでもよい。
【００２３】
　ベルト４０は、第１のベルト８４及び第２のベルト８６（以下、前側及び後側ベルト８
４、８６と記載される場合がある）を含み、シーム３２で、恒久的に、又は再締結可能に
、第１のベルト８４と第２のベルト８６とを接続することによって、リング状の形状を有
する。ベルト４０は、リング状で弾性体であってもよい。リング状の弾性体のベルト４０
は、吸収性物品２０の腰部開口部３６の周りで横方向に伸び、力学的に取り付け力を生み
出す働きをし、着用中に力学的に生成された力を分配する働きをする。
【００２４】
　第１及び第２のベルト８４、８６は、任意の既知の材料を含んでいてもよい。第１及び
第２のベルト８４、８６に好適な材料は、プラスチックフィルム；有孔プラスチックフィ
ルム；天然材料（例えば、木材繊維又は綿繊維）の織布ウェブ又は不織布ウェブ、合成繊
維（例えば、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリエステル、ポリエチレン、又はポリプロ
ピレンの繊維）、又は天然繊維及び／若しくは合成繊維の組み合わせ；又はコーティング
された織布ウェブ若しくは不織布ウェブなど、広範囲の材料から製造することができる。
ベルトは、合成繊維の不織布ウェブを含んでいてもよい。ベルトは、伸縮性不織布、又は
エラストマー不織布、エラストマーフィルム、ストランド、リボン又は類似のもの、及び
それらの組み合わせを含んでいてもよい。ベルトは、内側の疎水性非伸縮性の不織布材料
、及び外側の疎水性非伸縮性の不織布材料を含んでいてもよい。
【００２５】
　プルオン衣類は、股部領域３０から、別個の第１腰部領域２６、及び第２腰部領域２８
を提供することによって作製されてもよく、第１腰部領域２６、及び第２腰部領域２８は
、第１及び第２のエラストマーベルト８４、８６によって一部形成される。股部領域３０
で吸収性コアを含む本体３８は、第１のエラストマーベルト８４の内側の着用者に面する
側、及び本体３８の長手方向の両端部で第２のエラストマーベルト８６に取り付けられて
いる。
【００２６】
　本発明は、グラフィックスの使用を通じて、楽な着用及び脱着を提供するプルオン衣類
を目的とする。更に、本発明は、グラフィックスの使用を通じて、下着のような外観及び
感触を有し、使用者に受け入れられ易くトイレトレーニングを補助する、プルオン衣類を
目的とする。現在入手可能なプルオン衣類では、グラフィックスは、物品の本体上にのみ



(8) JP 6096286 B2 2017.3.15

10

20

30

40

50

典型的には印刷される。エラストマーベルトと重なり合い、物品の外側から見える領域で
の本体の外側層は、典型的には、グラフィックスを提供するために利用される。したがっ
て、本発明は、製品の着用及び脱着を補助するため、物品のサイズの適切さを補助するた
め、並びに着用者のトイレトレーニングを補助するために、本体及びエラストマーベルト
を含む多数片の吸収性物品に配置された多数のグラフィックゾーンを目的とする。本発明
は更に、着用者がより好んで受け入れることにつながる、より下着のような外観及び感触
を備えた吸収性物品を提供するために、本体及びエラストマーベルトを含む複数片の吸収
性物品に配置された多数のグラフィックゾーンを目的とする。
【００２７】
　本明細書で詳述するグラフィックスは、視覚的提示を提供する当該技術分野において周
知の任意の方法によって提供されていてもよい。非限定的な例として、グラフィックスは
、グラフィックゾーンに存在する材料を、孔開け、テクスチャー付け、切抜き、エンボス
加工、及び／若しくは結合することで、又はそれらの組み合わせで生成されたグラフィッ
クゾーンに印刷されていてもよい。吸収性物品のゾーンを孔開けする、及び／又はテクス
チャー付けする例示的な種類及び方法は、Ｐ＆Ｇ代理人整理番号１２４１４Ｍ、１２４１
５Ｍ、１２４１６Ｍ、及び１２８４６に開示され、これらはすべて本出願と同時出願され
ている。吸収性物品の１つ以上のゾーンに追加のテクスチャー付け、孔開け、切抜き、結
合及び／又はエンボス加工を施し又は施さずに、吸収性物品の１つ以上のゾーンを印刷す
ることは、より下着のような外観を備えた吸収性物品を提供する。同様に、吸収性物品の
１つ以上のゾーンに追加の印刷を施し又は施さずに、吸収性物品の１つ以上のゾーンをテ
クスチャー付け、孔開け、切抜き、結合及び／又はエンボス加工することは、より下着の
ような感触及び外観（例えば、より柔らかい、より布のような、レース状等）を備えた吸
収性物品を提供する。
【００２８】
　トイレトレーニング期間中及びその期間を過ぎた子ども向けのプルオン吸収性物品にお
いては、全体が白色のおむつらしい外観とは対照的に、下着のような外観が子どもに著し
い心理的影響を与える可能性があり、したがって、子供がトレーニングの経験に十分興味
を引くために重要である。同様に、失禁を経験している大人向けのプルオン吸収性物品で
は、全体が白色のおむつらしい外観とは対照的に、下着のような外観が大人に著しい心理
的影響を与える可能性があり、したがって、吸収性物品の使用を大人に受け入れてもらう
ことにおいて重要である。グラフィックスを作成する広範な面積を、本体、並びに、第１
腰部領域、股部領域から、第２腰部領域に延在しているエラストマーベルトの両方に置く
ことは、下着のような外観を提供する１つの有効な方法である。
【００２９】
　更に、本明細書のグラフィックスは、物品の前側及び／又は後側を示すためのしるし（
例えば、印刷、孔開け、テクスチャー付け等）も含んでもよい。しるしは更に、サイズ、
性別、引っ張る領域などの１つ以上の表示を含んでもよい。プルオン吸収性物品は、臀部
を覆うために後側に材料のより大きい面積、体液などを効果的に吸収し封じ込めるために
股部領域に吸収材料の不均等な分布、が挙げられるがこれらに限定されない、物品の前側
及び後側に異なる形体を有してもよい。テープ及びテープランディングゾーンの形体によ
って物品の前側及び後側が画定され得るテープ付き吸収性物品と異なり、プルオン吸収性
物品の前側及び後側の区別は、物品の構造だけでは着用者又は介護者にとって明白ではな
い場合がある。したがって、物品の前側及び／又は後側を、本体、エラストマーベルト、
及びそれらの組み合わせの両方に明白に伝達し、物品の予期される性能を提供することが
できる。
【００３０】
　本明細書で説明した様々なグラフィックゾーンの組み合わせは、例えば、共通色、関連
形状、共通テクスチャ、又はテクスチャー付け及び／若しくは孔開けのパターン等の一様
なグラフィック要素を作成するように協調されてもよい。
【００３１】
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　第１グラフィックゾーン１０２とは、吸収性物品２０の第１の腰部縁部１３４及び／又
は第２の腰部縁部１３８に配置された、又は接近して配置された、エラストマーベルト８
４、８６を形成する材料の１つ以上に配置されたグラフィックスの領域を指す。いくつか
の実施形態では、第１グラフィックゾーン１０２は、吸収性（absorborbent）物品の腰部
円周の周りに連続的であってもよい。
【００３２】
　第２グラフィックゾーン１０４とは、吸収性物品２０の脚部開口部３４に配置された、
又は接近して配置された、エラストマーベルト８４、８６を形成する材料の１つ以上に配
置されたグラフィックスの領域を指す。いくつかの実施形態では、第２グラフィックゾー
ン１０４は、吸収性物品のサイドシーム３２から股部領域３０の縁部まで延在していても
よい。第２グラフィックゾーン１０４は、連続的で、本体グラフィックゾーン１０８の部
分を形成することができる。第２グラフィックゾーン１０４も、本体グラフィックゾーン
１０８の少なくとも一部分、又は股部グラフィックゾーン１１０と一緒に連続的であるこ
とができる（複合グラフィックゾーンを作る）。したがって、この複合グラフィックゾー
ンは、１つの腰部領域のサイドシームから、股部を通って、対向する腰部領域のサイドシ
ームまで延在することができる。
【００３３】
　第３グラフィックゾーン１０６とは、第１グラフィックゾーン１０２と第２グラフィッ
クゾーン１０４との間に配置された、エラストマーベルト８４、８６を形成する材料の１
つ以上に配置されたグラフィックスの領域を指す。いくつかの実施形態では、第３グラフ
ィックゾーン１０６は、１つのサイドシームから対向するサイドシームまで連続的であっ
てもよく、第１腰部領域から第２腰部領域まで連続的であってもよい。第３グラフィック
ゾーン１０６も、本体グラフィック１０８及び／又は股部グラフィック１１０と一緒に複
合グラフィックゾーンを形成することができる。
【００３４】
　本体グラフィックゾーン１０８とは、吸収性物品２０の本体３８に配置されたグラフィ
ックスの領域を指す。本体グラフィックゾーン１０８の一部分は、第１のエラストマーベ
ルト８４及び／又は第２のエラストマーベルト８６の部分の下に配置されてもよい。例え
ば、第１の腰部末端縁部から長手方向に対向する第２の腰部末端縁部まで延在している本
体グラフィックゾーンが外側カバー層に配置される場合、本体グラフィックゾーン１０８
は、第１グラフィックゾーン１０２、第２グラフィックゾーン１０４、又は第３グラフィ
ックゾーン１０６と同領域に存在してもよい。
【００３５】
　股部領域グラフィックゾーン１１０とは、吸収性物品２０の股部領域３０で吸収性物品
２０の本体３８に配置されたグラフィックスの領域を指す。股部領域グラフィックゾーン
１１０は、エラストマーベルト８４、８６との間に配置され、ベルトの下側には存在しな
い。
【００３６】
　図６ａに示される実施形態では、吸収性物品２０は、第１グラフィックゾーン１０２、
第２グラフィックゾーン１０４、第３グラフィックゾーン１０６、及び股部領域グラフィ
ックゾーン１１０を含んでもよい。この実施形態では、第１グラフィックゾーン１０２、
第２グラフィックゾーン１０４、及び第３グラフィックゾーン１０６は、吸収性物品２０
のサイドシーム３２に存在する。第１グラフィックゾーン１０２は、腰部縁部１３４、１
３８に配置される、又は隣接して配置され、吸収性物品２０の第１腰部領域２６及び／又
は第２腰部領域２８の周りを周方向に延在している。第２グラフィックゾーン１０４は、
脚部開口部３４に配置される、又は隣接して配置され、脚部開口部３４の少なくとも一部
分の周りを周方向に延在している。第３グラフィックゾーン１０６は、第１グラフィック
ゾーン１０２と第２グラフィックゾーン１０４との間に配置され、吸収性物品２０の第１
腰部領域２６及び／又は第２腰部領域２８の少なくとも一部分の周りを周方向に延在して
いる。したがって、この実施形態では、吸収性物品２０の長手方向軸は、第１グラフィッ
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クゾーン１０２及び第３グラフィックゾーン１０６を通って延在しているが、第２グラフ
ィックゾーン１０４を通って延在しない。
【００３７】
　更に、図６ａに示されているように、第２グラフィックゾーン１０４及び股部領域グラ
フィックゾーン１１０が整合され、一様であっても一様でなくてもよい複合グラフィック
要素を作成するように、股部領域３０は、股部領域グラフィックゾーン１１０を含んでも
よい。したがって、第２グラフィックゾーン１０４と股部領域グラフィックゾーン１１０
との間の移行は、股部領域でサイドシーム３２から脚部開口部３４の領域、又は隣接した
領域まで延在してもよく、脚部開口部３４の周りで一様なグラフィック要素を形成する。
【００３８】
　図６ｂに示される実施形態では、第１グラフィックゾーン１０２及び本体グラフィック
ゾーン１０８のうちの１つ又は両方が、吸収性物品２０のサイドシーム３２に配置される
ように、吸収性物品２０は、腰部縁部１３４、１３８に配置された、又は隣接して配置さ
れた第１グラフィックゾーン１０２、並びに第１腰部領域２６及び／又は第２腰部領域２
８の中心に配置された本体グラフィックゾーン１０８を含んでいてもよい。第１グラフィ
ックゾーン１０２は、腰部開口部３６に配置される、又は隣接して配置され、第１腰部領
域２６及び／又は第２腰部領域２８の周りを周方向に延在している。図６ｂの実施形態に
示されるように、第１グラフィックゾーン１０２はしるし４６を含んでもよい。しるし４
６は更に、本体グラフィックゾーン１０８に存在していてもよい。したがって、第１グラ
フィックゾーン１０２及び本体グラフィックゾーン１０８は、一様であっても、一様でな
くてもよい複合グラフィック要素を作成するように協調されてもよい。しるし４６は、特
定のグラフィックゾーン（単数又は複数）で、材料の印刷、孔開け、及び／又はテクスチ
ャー付けによって形成されてもよい。
【００３９】
　図６ｂに更に示されるように、股部領域グラフィックゾーン１１０は、脚部開口部３４
に配置される、又は隣接して配置されてもよく、脚部開口部３４の少なくとも一部分の周
りを周方向に延在して、第１グラフィックゾーン１０２、及び股部領域グラフィックゾー
ン１１０は、一様であっても一様でなくてもよい複合グラフィック要素を作成するように
協調されている。したがって、この実施形態では、第１グラフィックゾーン１０２は、サ
イドシーム３２、腰部縁部１３４、１３８、及び脚部開口部３４の少なくとも一部分に配
置される。別の実施形態では、サイドシーム３２の全体、及び腰部縁部１３４、１３８の
全体は、第１グラフィックゾーン１０２に配置される。
【００４０】
　図７ａ～７ｆは、典型的な使用中形体での例示的な使い捨てプルオン衣類の更なる斜視
図である。
【００４１】
　本明細書に開示した寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳しく制限されるものとし
て理解すべきではない。むしろ、特に断らないかぎり、そのような寸法のそれぞれは、記
載された値及びその値の周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば
、「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図する。
【００４２】
　本発明の「発明を実施するための形態」で引用したすべての文献は、関連部分において
本明細書に援用するが、いずれの文献の引用もそうした文献が本発明に対する先行技術で
あることを容認するものとして解釈されるべきではない。この文書における用語のいずれ
かの意味又は定義が、参照することにより組み込まれる文献における用語のいずれかの意
味又は定義と矛盾する範囲については、本文書においてその用語に与えられた意味又は定
義が適用されるものとする。
【００４３】
　本発明の特定の実施形態が例示され記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱
することなく他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には自明であろう。し
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たがって、本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更及び修正を添付の特許請求の範
囲で扱うものとする。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４ａ】

【図４ｂ】 【図５】

【図６ａ】
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【図６ｂ】

【図７ａ】

【図７ｂ】

【図７ｃ】

【図７ｄ】

【図７ｅ】

【図７ｆ】
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